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お知らせ  
【開催日】 ２日（木）（一般・児童・行政・障害者相談） 
      ２２日（水）（一般・人権相談） 
【場所等】 地域福祉センター ９：００～１２：００ 
【問い合わせ】 町社会福祉協議会 ℡６８－６７２５ 
 

パパーーククゴゴルルフフ記記録録会会にに参参加加ししまませせんんかか  
 パークゴルフは年代性別を問わず、どなたでも楽しく簡単にで
きるスポーツです。ぜひ、みなさんもプレイしてみませんか。 
【日時】 平成１８年３月１８日（土） 
      ・１３時スタート 
【開催場所】 御宿パークゴルフガーデン 
【対象】 オープン参加 
【費用】 ５００円（当日持参） 
【申込みの場所・方法】パークゴルフガーデン（℡６８－４１４８）・   

公民館（℡６８－２９４７）・Ｂ＆Ｇ海洋センター（℡６８－４１４３）
で申込用紙に記入（電話による申込み可） 

【締め切り】 平成１８年３月１６日（木）までに申し込みください。 
【問い合わせ】 パークゴルフガーデンに問い合わせください。 
 

御御宿宿中中学学校校新新校校舎舎見見学学会会  
長年の懸案でありました御宿中学校の新校舎が、昨年１２月に

完成しました。新しく生まれ変わった御宿中学校の見学会を次の
とおり実施いたします。 
【日   時】平成１８年３月１９日（日）９：００～１３：００ 

受付（生徒昇降口 １２：００まで） 
【場   所】御宿町立御宿中学校（御宿町新町６８） 
【内   容】一般開放（自由見学） 
【駐車場所】新校舎前駐車場（国道１２８号側） 
【連 絡 先】御宿中学校 ℡６８－２１０１ 

教育委員会 ℡６８－２５１４ 
 

ヤヤーーココンン試試食食販販売売会会をを開開催催ししまますす  
共催：御宿町・夷隅農林振興センター・御宿ヤーコンくらぶ 

健康食材としてのヤーコンの食べ方、調理方法のご案内も含
め、「御宿産ヤーコン」を広くＰＲし、地場産品の育成を図ります。 
【日時】平成１８年３月５日（日）９：００～１２：００ 
【場所】新町スーパーおおたや前広場（駐車場） 

ヤーコンは、サラダ、キンピラ、キムチ、甘酢漬け、ごまあえ、か
き揚げなどにして美味しく食べることができます。また、加工品と
してお茶やジャム、菓子類なども好評です。 
【問い合わせ】農林水産課 ℡６８－２５１３ 

お知らせ 

３３月月ののＢＢ＆＆ＧＧ健健康康運運動動教教室室  
○ステップエアロ ７日、１４日 １４：００～ 
○かんたんエアロ １０日、１７日 １４：００～ 
○中高年のはじめてレク １日、１５日 １０：００～ 
※それぞれＢ＆Ｇ体育館で開催しますので、動きやすい服装で

室内履き・飲み物を持参してください。 
【問い合わせ】Ｂ＆Ｇ海洋センター ℡６８－４１４３ 
 

新新たたなな障障害害福福祉祉ササーービビススがが開開始始  
「障害者自立支援法」が、平成１８年４月１日から施行されま

す。これまで別々であった障害者へのサービスが一元化される
ほか、利用者負担も見直されるなど障害保健福祉サービスが変
わります。 
【利用者負担】 

原則１割の利用者負担と食費などの実費負担が必要となりま
す。ただし、月額負担上限額が設定されるほか、所得の低い方
には各種の軽減措置があります。 

これらの軽減措置を受ける場合には、町保健福祉課で申請
手続きを行ってください。現在、障害保健福祉サービスを受けて
いる方は、３月３１日までに利用者負担額の見直し手続きが必
要です。 
【各サービスの移行手続き】 

 
 
 
 
  
  
  
  
※ 障害児の施設利用については、平成１８年１０月から契約制

度に移行するとともに、利用者負担が変更されます。 
詳しくは、保健福祉課福祉係（℡６８－６７１６）へお問い合

わせください。 

 
お知らせ  
ヘヘリリココププタターー離離発発着着訓訓練練のの実実施施  

  
災害時における救援物資の輸送や負傷者の搬送、救助部隊
の派遣などを目的として選定された臨時へリポートの適地に対
する離発着訓練を実施します。  
【飛行期日】平成１８年３月１３日（月） １３：３０～１４：００ 
        ※天候の不良の場合は平成１８年３月１４日（火） 
【離発着場所】御宿町営野球場 
【実施機関】陸上自衛隊第一空挺団、陸上自衛隊高射学校 
【問い合わせ】総務課消防防災係 ℡６８－２５１１ 
 

平平成成１１８８年年度度春春季季全全国国火火災災予予防防運運動動  
 
平成１８年３月１日（水）～７日（火）まで「春季全国火災予防

運動」が実施されています。 
火災はちょっとした不注意から起こっています。火の取扱い

には十分注意してください。 
「あなたです 火のあるくらしの 見はり役」 

 
住宅防火 いのちを守る ７つのポイント 

  ―３つの習慣・４つの対策― 
３つの習慣 

・寝たばこは、絶対にやめる。 
・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。 
・ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。  

４つの対策 
・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器等を設置する。 
・寝具や衣類からの火災を防ぐために、防炎製品を使用する。 
・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。 
・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制 
・をつくる。 

 

第第４４回回夷夷隅隅川川流流域域委委員員会会のの開開催催  
 
地域の意見を反映した「川づくり」を行なうために「第４回夷

隅川流域委員会」を開催します。 
 テーマは「夷隅川の治水計画」と「夷隅川の浸水想定区域
図」についてです。  
【日時】３月１０日（金）１３：３０～１５：３０ 
【場所】大原文化センター 大会議室 
【定員「傍聴者」】２０名程度 （当日先着順） 
【問い合わせ】千葉県夷隅地域整備センター 調整課 

℡６２－３３１１ 

３３月月のの心心配配ごごとと相相談談 

サービス内容 移行時期 移行手続き

居宅サービス 　４月１日～

平成１８年４月から９月までは、｢みなし
支給｣が適用されます。
なお、精神障害者については、３月３１日
までに新たに支給決定が必要。

施設支援サービス １０月１日～
現在施設を利用している方は、施設が新
サービスに変わっても平成２４年３月まで
は利用可(支給決定は必要)

更生･育成医療、
精神通院公費負担
医療

　４月１日～ ３月３１日までに、みなし支給認定が必要


